
令和 年度の予算が決まりました

令和６年２月１９日に開催されました組合会において
令和６年度の予算が承認されました。

各種事業を実施いたします。
令和6年度の予算におきましても経常差引
額では約2830万円の赤字予算となってお
り、現状の1,000分の100の保険料率に
対して実質保険料率は1,000分の131と
なっており、医療費の動向によってはよ
り困難な状況も考えられます。今年度の
当組合の事業運営につきましては、 みな
さまもご存知のとおり厳しい財政が続く
と思われますが健康づくり事業（健診・
保健指導）等、積極的に行う予定です。

事業主と被保険者の方々から納めていただく健康保険料収入は8,881万4千
円を見込みました。今年度も高額の医療費の発生等のリスクに備え、別途積
立金繰入として3,000万円を計上いたしました。予算総額は1億2,797万3千
円となりました。
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みなさま（被保険者）や、その家族（被
扶養者）が病院や診療所にかかった医療
費等の保険給付費は7,128万8千円を計上
いたしました。また、高齢者医療制度へ
拠出する納付金・支援金は2,989万4千円
減の1,823万2千円となりました。これは
令和4年度の当組合の前期高齢者(65~74

歳）の医療費を基に算定されております。
みなさまの健康づくりのための保健事業
費は、760万3千円を計上しており、特定
健診•特定保健指導、人間ドック補助、イ
ンフルエンザ予防接種補助、家庭薬配
布・斡旋補助、保養補助金支給等の



任意継続被保険者の令和6年度の標準報酬月額について
任意継続被保険者の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限は健康保険
法の規程にー基づき次の通りとなります。

上限標準報酬月額360,000円
令和5年9月30日における大倉健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額

※退職時の標準報酬月額が上の額を下回るときは、退職時の標準報酬月額が適用されます。

予算額 １億２,７９７万３千円

一般保険料 88,814千円 69.4%

別途積立金繰入 30,000千円 23.4%

調整保険料収入 897千円 0.7%

その他 8,262千円 6.5%

収入合計 127,973千円 100.0%

保険給付費 60,672千円 34.8%

給付金 48,126千円 27.6%

保険事業費 7,832千円 4.5%

予備費 36,065千円 20.7%

その他 21,426千円 12.3%

支出合計 174,121千円 100.0%
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